
一 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
後
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
二
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
四
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
31）

 
（
略
）
 

（
32）

 
対
処
す
べ
き
課
題
 

最
近
日
現
在
に
お
け
る
連
結
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
提
出
会
社
）
の
事
業
上
及
び
財

務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
基
本
方
針
を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
18年

法
務
省
令
第
12号

）
第
118

条
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
33）

～
（
87）

 
（
略
）
 

第
二
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
四
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
31）

 
（
略
）
 

（
32）

 
対
処
す
べ
き
課
題
 

最
近
日
現
在
に
お
け
る
連
結
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
提
出
会
社
）
の
事
業
上
及
び
財

務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
基
本
方
針
を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
18年

法
務
省
令
第
12号

）
第
127

条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
33）

～
（
87）

 
（
略
）
 

 

【別紙】
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一 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
後
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
二
号
の
五
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
七
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
37）

 
（
略
）
 

（
38）

 
対
処
す
べ
き
課
題
 

最
近
日
現
在
に
お
け
る
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
を
具
体
的

に
記
載
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
基
本
方
針
を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
第
118条

第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

す
る
こ
と
。
 

（
39）

～
（
59）

 
（
略
）
 

第
二
号
の
五
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
七
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
37）

 
（
略
）
 

（
38）

 
対
処
す
べ
き
課
題
 

最
近
日
現
在
に
お
け
る
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
を
具
体
的

に
記
載
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
基
本
方
針
を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
第
127条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
こ
と
。
 

（
39）

～
（
59）

 
（
略
）
 

 

-2-



一 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
後
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
二
号
の
六
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
六
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（
略
）
 

（
４
）
 
組
織
再
編
成
（
公
開
買
付
け
）
に
係
る
割
当
て
の
内
容
及
び
そ
の
算
定
根
拠
 

ａ
 
（
略
）
 

ｂ
 
組
織
再
編
成
当
事
会
社
が
、
組
織
再
編
成
に
係
る
割
当
て
の
内
容
を
決
定
す
る
際
に
第
三
者
の
意
見
を
聴
取
し
た

場
合
に
、
当
該
第
三
者
の
名
称
、
意
見
の
概
要
及
び
当
該
意
見
を
踏
ま
え
て
組
織
再
編
成
に
係
る
割
当
て
の
内
容
を

決
定
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
組
織
再
編
成
当
事
会
社
が
共
通
支
配
下
関
係
（
会
社
計
算
規

則
（
平
成
18年

法
務
省
令
第
13号

）
第
２
条
第
３
項
第
32号

に
規
定
す
る
共
通
支
配
下
関
係
を
い
う
。
）
に
あ
る
と

き
は
、
組
織
再
編
成
対
象
会
社
の
発
行
す
る
有
価
証
券
の
所
有
者
の
利
益
を
害
さ
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
事
項
（
当

該
事
項
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｃ
 
（
略
）

 

（
５
）
～
（
10）

 
（
略
）
 

第
二
号
の
六
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
六
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
３
）
 
（
略
）
 

（
４
）
 
組
織
再
編
成
（
公
開
買
付
け
）
に
係
る
割
当
て
の
内
容
及
び
そ
の
算
定
根
拠
 

ａ
 
（
略
）
 

ｂ
 
組
織
再
編
成
当
事
会
社
が
、
組
織
再
編
成
に
係
る
割
当
て
の
内
容
を
決
定
す
る
際
に
第
三
者
の
意
見
を
聴
取
し
た

場
合
に
、
当
該
第
三
者
の
名
称
、
意
見
の
概
要
及
び
当
該
意
見
を
踏
ま
え
て
組
織
再
編
成
に
係
る
割
当
て
の
内
容
を

決
定
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
組
織
再
編
成
当
事
会
社
が
共
通
支
配
下
関
係
（
会
社
計
算
規

則
（
平
成
18年

法
務
省
令
第
13号

）
第
２
条
第
３
項
第
31号

に
規
定
す
る
共
通
支
配
下
関
係
を
い
う
。
）
に
あ
る
と

き
は
、
組
織
再
編
成
対
象
会
社
の
発
行
す
る
有
価
証
券
の
所
有
者
の
利
益
を
害
さ
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
事
項
（
当

該
事
項
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｃ
 
（
略
）

 

（
５
）
～
（
10）

 
（
略
）
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一 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
後
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
四
号
の
三
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
・
第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
10）

 
（
略
）
 

（
11）

 
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
の
分
析
 

ａ
 
こ
の
報
告
書
に
記
載
し
た
事
業
の
状
況
、
経
理
の
状
況
等
に
関
し
て
投
資
者
が
適
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
提
出
会
社
の
代
表
者
に
よ
る
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
関
す
る
分
析
・
検
討
内
容
（
次
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
例
え
ば
、
経
営
成
績
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
、
資
本
の
財
源
及
び
資
金
の
流
動

性
に
係
る
情
報
）
を
具
体
的
に
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。
 

(ａ
) 

（
略
）
 

(ｂ
) 

当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
に
お
い
て
、
連
結
会
社
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は

提
出
会
社
）
の
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
新
た
に

事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
。
 

な
お
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
者
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
こ
の
様
式
に
お

い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。）

を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
第
118条

第
３
号
に
掲
げ

る
事
項
。
 

(ｃ
) 

（
略
）
  

ｂ
 
（
略
）
 

（
12）

～
（
37）

 
（
略
）
 

第
四
号
の
三
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
・
第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
10）

 
（
略
）
 

（
11）

 
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
の
分
析
 

ａ
 
こ
の
報
告
書
に
記
載
し
た
事
業
の
状
況
、
経
理
の
状
況
等
に
関
し
て
投
資
者
が
適
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
提
出
会
社
の
代
表
者
に
よ
る
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
関
す
る
分
析
・
検
討
内
容
（
次
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
例
え
ば
、
経
営
成
績
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
、
資
本
の
財
源
及
び
資
金
の
流
動

性
に
係
る
情
報
）
を
具
体
的
に
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。
 

(ａ
) 

（
略
）
 

(ｂ
) 

当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
に
お
い
て
、
連
結
会
社
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は

提
出
会
社
）
の
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
新
た
に

事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
。
 

な
お
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
者
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
こ
の
様
式
に
お

い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。）

を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
第
127条

各
号
に
掲
げ
る

事
項
。
 

(ｃ
) 

（
略
）
  

ｂ
 
（
略
）
 

（
12）

～
（
37）

 
（
略
）
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一 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
後
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
五
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
・
第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
10）

 
（
略
）
 

（
11）

 
対
処
す
べ
き
課
題
 

当
中
間
連
結
会
計
期
間
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
当
中
間
会
計
期
間
）
に
お
い
て
、
連

結
会
社
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
提
出
会
社
）
の
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課

題
に
つ

い
て
重
要

な
変
更
が
あ

っ
た
場
合

又
は
新
た
に
事
業

上
及
び
財

務
上
の
対

処
す
べ
き
課

題
が
生
じ
た
場

合
に

は
、
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
者
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て

「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
第
118条

第
３
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
12）

～
（
45）

 
（
略
）
 

第
五
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
・
第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
10）

 
（
略
）
 

（
11）

 
対
処
す
べ
き
課
題
 

当
中
間
連
結
会
計
期
間
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
当
中
間
会
計
期
間
）
に
お
い
て
、
連

結
会
社
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
提
出
会
社
）
の
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課

題
に
つ

い
て
重
要

な
変
更
が
あ

っ
た
場
合
又
は

新
た
に
事
業

上
及
び
財

務
上
の
対

処
す
べ
き
課

題
が
生
じ
た
場

合
に

は
、
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
者
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て

「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
第
127条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
す
る
こ
と
。
 

（
12）

～
（
45）

 
（
略
）
 

 

-5-



一 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
後
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
五
号
の
二
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
三
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
12）

 
（
略
）
 

（
13）

 
対
処
す
べ
き
課
題
 

当
中
間
会
計
期
間
に
お
い
て
、
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又

は
新
た
に
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
を
具
体
的
に
記

載
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
者
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い

て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
第
118条

第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
14）

～
（
30）

 
（
略
）
 

第
五
号
の
二
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
三
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
12）

 
（
略
）
 

（
13）

 
対
処
す
べ
き
課
題
 

当
中
間
会
計
期
間
に
お
い
て
、
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又

は
新
た
に
事
業
上
及
び
財
務
上
の
対
処
す
べ
き
課
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
、
対
処
方
針
等
を
具
体
的
に
記

載
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
者
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
て
い
る
会
社
に
つ
い

て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
第
127条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
14）

～
（
30）

 
（
略
）
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一 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
後
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
五
号
の
四
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
親
会
社
等
状
況
報
告
書
 

（
略
）
 

第
１
・
第
２
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
親
会
社
等
の
最
近
事
業
年
度
末
に
お
け
る
当
該
親
会
社
等
の
会
社
法
第
435条

第
２
項
及
び
会
社
計
算
規
則
第
59条

第
１
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
、
事
業
報
告
及
び
こ
れ

ら
の
附
属
明
細
書
（
以
下
「
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。）

を
記
載
す
る
こ
と
（
同
法
第
436条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規

定
に
よ
る
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
の
監
査
に
係
る
監
査
報
告
及
び
同
項
の
規
定
に

よ
る
会

計
監
査
人

の
監
査
を
受

け
て
い
る

場
合
の
当
該
会
計

監
査
人
の

監
査
に
係

る
監
査
報
告

を
当
該
計
算
書

類
等

に
添
付
す
る
こ
と
。）。

 

（
３
）
・
（
４
）
 
（
略
）
 

第
五
号
の
四
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
親
会
社
等
状
況
報
告
書
 

（
略
）
 

第
１
・
第
２
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
親
会
社
等
の
最
近
事
業
年
度
末
に
お
け
る
当
該
親
会
社
等
の
会
社
法
第
435条

第
２
項
及
び
会
社
計
算
規
則
第
91条

第
１
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
、
事
業
報
告
及
び
こ
れ

ら
の
附
属
明
細
書
（
以
下
「
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。）

を
記
載
す
る
こ
と
（
同
法
第
436条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規

定
に
よ
る
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
の
監
査
に
係
る
監
査
報
告
及
び
同
項
の
規
定
に

よ
る
会

計
監
査
人

の
監
査
を
受

け
て
い
る
場
合

の
当
該
会
計

監
査
人
の

監
査
に
係

る
監
査
報
告

を
当
該
計
算
書

類
等

に
添
付
す
る
こ
と
。）。

 

（
３
）
・
（
４
）
 
（
略
）
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一 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
後
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
十
号
の
三
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
親
会
社
等
状
況
報
告
書
 

（
略
）
 

第
１
・
第
２
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
親
会
社
等
の
最
近
事
業
年
度
末
に
お
け
る
当
該
親
会
社
等
の
会
社
法
第
435条

第
２
項
及
び
会
社
計
算
規
則
第
59条

第
１
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
、
事
業
報
告
及
び
こ
れ

ら
の
附
属
明
細
書
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。）

を
記
載
す
る
こ
と
（
同
法
第
436条

第
１
項
及

び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
の
監
査
に
係
る
監
査
報
告
に
準

ず
る
も
の
及

び
同
項
の
規

定
に
よ
る
会
計

監
査
人
の
監

査
を
受
け

て
い
る
場
合

の
当
該
監

査
に
係
る
監
査
報

告
に
準

ず
る
も
の
を
当
該
計
算
書
類
等
に
添
付
す
る
こ
と
。）。

 

た
だ
し
、
計
算
書
類
等
の
う
ち
に
、
当
該
親
会
社
等
の
属
す
る
国
の
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
な
い
書
類
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
記
載
に
代
え
て
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
 
（
略
）
 

第
十
号
の
三
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
親
会
社
等
状
況
報
告
書
 

（
略
）
 

第
１
・
第
２
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
親
会
社
等
の
最
近
事
業
年
度
末
に
お
け
る
当
該
親
会
社
等
の
会
社
法
第
435条

第
２
項
及
び
会
社
計
算
規
則
第
91条

第
１
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
、
事
業
報
告
及
び
こ
れ

ら
の
附
属
明
細
書
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。）

を
記
載
す
る
こ
と
（
同
法
第
436条

第
１
項
及

び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
の
監
査
に
係
る
監
査
報
告
に
準

ず
る
も
の
及

び
同
項
の
規

定
に
よ
る
会
計

監
査
人
の
監

査
を
受
け

て
い
る
場
合

の
当
該
監
査
に
係
る
監
査
報

告
に
準

ず
る
も
の
を
当
該
計
算
書
類
等
に
添
付
す
る
こ
と
。）。

 

た
だ
し
、
計
算
書
類
等
の
う
ち
に
、
当
該
親
会
社
等
の
属
す
る
国
の
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
な
い
書
類
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
記
載
に
代
え
て
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
 
（
略
）
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二

公
認
会
計
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
八
十
一
号
）

改

正

後

現

行

（
貸
借
対
照
表
）

（
貸
借
対
照
表
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

10

10

次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他
資
産
、
負
債
又
は
社
員
資
本
以
外
の
も
の
で
あ
っ

次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他
資
産
、
負
債
又
は
社
員
資
本
以
外
の
も
の
で
あ
っ

11

11

て
も
、
純
資
産
の
部
の
項
目
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

て
も
、
純
資
産
の
部
の
項
目
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
、
評
価
・
換
算
差
額
等
と
し
て
純
資
産
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き

れ
る
も
の
は
、
評
価
・
換
算
差
額
等
と
し
て
純
資
産
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ヘ
ッ
ジ
会
計
（
会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第

二

ヘ
ッ
ジ
会
計
（
会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第

二
条
第
三
項
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
会
計
を
い
う
。
）
を
適
用
す

二
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
会
計
を
い
う
。
）
を
適
用
す

る
場
合
に
お
け
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
（
同
号
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
を
い
う
。

る
場
合
に
お
け
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
（
同
号
に
規
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
を
い
う
。

）
に
係
る
損
益
又
は
評
価
差
額

）
に
係
る
損
益
又
は
評
価
差
額

三

（
略
）

三

（
略
）

（
検
査
役
の
調
査
を
要
し
な
い
市
場
価
格
の
あ
る
有
価
証
券
）

（
検
査
役
が
提
供
す
る
電
磁
的
記
録
）

第
四
十
六
条

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
商

第
四
十
六
条

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
商

業
登
記
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項

業
登
記
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
と
し
て
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
及
び
次
に
掲
げ
る
規
定
に

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
の
電
磁
的
記
録
と
し
て
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
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よ
り
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
る
者
が
定
め
る
電
磁
的
記
録
と
す
る
。

及
び
次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
る
者
が
定
め
る
電

磁
的
記
録
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
検
査
役
の
調
査
を
要
し
な
い
市
場
価
格
の
あ
る
有
価
証
券
）

（
検
査
役
の
調
査
を
要
し
な
い
市
場
価
格
の
あ
る
有
価
証
券
）

第
四
十
八
条

法
第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

第
四
十
八
条

法
第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

二
百
七
条
第
九
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲

二
百
七
条
第
九
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲

げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
額
を
も
っ
て
同
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
価

げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
額
を
も
っ
て
同
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
価

格
と
す
る
方
法
と
す
る
。

格
と
す
る
方
法
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

変
更
日
に
お
い
て
当
該
有
価
証
券
が
公
開
買
付
け
等
（
会
社
計
算
規
則
第

二

変
更
日
に
お
い
て
当
該
有
価
証
券
が
公
開
買
付
け
等
（
会
社
計
算
規
則
第

二
条
第
三
項
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

二
条
第
三
項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

。
）
の
対
象
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
決
定
日
に
お
け
る
当
該
公
開
買
付
け
等

）
の
対
象
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
決
定
日
に
お
け
る
当
該
公
開
買
付
け
等
に

に
係
る
契
約
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
の
価
格

係
る
契
約
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
の
価
格

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

会
社
法
施
行
規
則
、
会
社
計
算
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
法
務
省
令
第
七
号
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

、
第
二
号
の
五
様
式
記
載

(32)

上
の
注
意

、
第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

ａ

、
第
五
号
様
式
記
載
上
の
注
意

及
び
第
五
号
の
二
様
式
記
載
上
の
注
意

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

(38)

(11)

( )b

(11)

(13)

前
の
例
に
よ
る
。
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